
社会的養護の在り方の見直しに関する当面の検討課題
について

(1) 家庭的養護の推進のための児童養護施設の小規模化と
施設機能の地域分散化の推進

(2) 里親委託の推進

(3) 情緒障害児短期治療施設の設置推進

(4) 母子生活支援施設の新しい機能・役割の推進

資料１



１．社会的養護の現状について

乳児院 児童養護施設 情緒障害児
短期治療施設

児童自立支援
施設

母子生活支援
施設

自立援助
ホーム

対 象 児 童

乳児（保健上、安定
した生活環境の確
保その他の理由に
より特に必要のある
場合には、幼児を含
む）

保護者のない児童、
虐待されている児童
その他環境上養護を
要する児童（安定し
た生活環境の確保そ
の他の理由により特
に必要のある場合に
は、乳児を含む）

軽度の情緒障害を
有する児童

不良行為をなし、又
はなすおそれのある
児童及び家庭環境
その他の環境上の
理由により生活指導
等を要する児童

配偶者のない女子
又はこれに準ずる事
情にある女子及び
その者の監護すべ
き児童

義務教育を終了した
児童であって、児童
養護施設等を退所し
た児童等

施 設 数 121か所 569か所 32か所 58か所 278か所 54か所

定員 3,710人 33,994人 1,541人 4,005人 5,543世帯 367人

現員 3,124人 30,695人 1,180人 1,808人 3,889世帯
児童6,135人 230人

職員総数 3,861人 14,892人 831人 1,825人 1,995人 191人

里親
制度

保護者のない児童または保護者に監護させることが不
適当であると認められる児童の養育を、都道府県が里親
に委託する制度

登録里親数 委託里親数 委託児童数

7,808人 2,727人 3,870人

小規模グループケア ４５８カ所

地域小規模児童養護施設 １９０カ所

資料：社会福祉施設等調査報告 ［平成20年10月1日現在］
※里親制度・母子生活支援施設の現員は、福祉行政報告例（平成20年度末現在）及び
家庭福祉課調べ

※自立援助ホームの児童定員・児童現員・職員総数は、連絡協議会調[（協議会に加入
しているホームについて）[平成20年12月1日現在]

※小規模グループケア、地域小規模児童養護施設は家庭福祉課調［平成21年度］ 1

保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童、生活指導を必要とする児童などに対し、公的
な責任として、社会的に養護を行う。 対象児童は、約４万７千人。



○ 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、
児童虐待防止法施行前の平成１１年度に比べ、平成２１年
度においては３．８倍に増加。

（件数）

○ 児童養護施設に入所している子どものうち、半数
以上は、虐待を受けている。

(1) 虐待を受けた児童の増加
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児童虐待の増加等に伴い、児童虐待防止対策の一層の強化とともに、虐待を受けた子どもなどへの対応として、
社会的養護の量・質ともに拡充が求められている。
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児童養護施設入所児童等調査結果（平成20年2月1日）
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８．３％
９．５％

１０．３％

２０．２％

２３．４％
割合は児童養護施設に入所している子ども
のうち、障害等がある子どもの割合

ADHD（注意欠陥多動性障害）については、平成１５年より、広汎性発達障害およびLD（学習障害）については、平成２０年より調査。
それまではその他の心身障害へ含まれていた可能性がある。

(2) 障害等のある児童の増加

社会的養護を必要とする児童においては、障害等のある児童が増加しており、児童養護施設においては２３．４％、
里親においても１８．０％が、障害有りとなっている。

①児童養護施設における障害等のある児童数と種別



② 里親委託における障害等のある児童数と種別
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割合は里親に委託されている子どものうち、
障害等がある子どもの割合

ADHD（注意欠陥多動性障害）については、平成１５年より、広汎性発達障害およびLD（学習障害）については、平成２０年より調査。
それまではその他の心身障害へ含まれていた可能性がある。
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(3) 要保護児童数の増加への対応

要保護児童数の増加に伴い、ここ十数年で、児童養護施設の入所児童数は１．１３倍、乳児院が１．２倍に増加。
一方、里親委託児童は、１．８倍に増加。

○児童養護施設の設置数

○児童養護施設の入所児童数
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○ 乳児院の設置数

○ 乳児院の入所児童数

（注）社会福祉施設等調査（各年度10月1日現在）による
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里親
家庭における養育を里
親に委託

４名まで

養育里親
専門里親
養子縁組里親
親族里親

登録里親数 ７８０８人
（うち養育里親６９７０人）
（うち専門里親 ４９５人）

委託里親数 ２７２７人
委託児童数 ３８７０人

→２６年度目標
養育里親登録8，000世帯
専門里親登録 800世帯

6

大舎（２０人以上）
中舎（１３～１９人）
小舎（１２人以下）

1歳～１８歳未満（必要な
場合０歳～２０歳未満）

職員
施設等のほか
就学児童６：１
３歳以上 ４：１
３歳未満２：１

５６９か所
定員３３，９９４人
現員３０，６９５人（90.3%)

児童養護施設
地域小規模
児童養護施設
(グループホーム)

本体施設の支援のもと
地域の民間住宅などを
活用して家庭的養護を行う

定員６名

職員：専任２名＋その
他の職員（非常勤可）

２１年度１９０カ所
→２６年度目標

３００か所

小規模住居型
児童養育事業
（ファミリーホーム）

養育者の住居におい
て家庭的養護を行う

定員５～６名

職員３名以上（うち１
名以上が生活の本
拠を置く）

２１年度５３か所
→２６年度目標

１４０か所

２．施設の小規模化と家庭的な養護の推進 (1)概要

乳児院
乳児(０歳)､必要な場合幼児(小学校就学前）

１２１カ所
定員３７１０人、現員３１２４人（84.2%）

※「２６年度目標」は、子ども子育てビジョン
施設の定員等の全国計は、平成２０年１０月１日社会福祉施設等調査。里親関係は２１年３月末福祉行政報告例

里親等委託率
里親＋ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ=

養護＋乳児＋里親＋ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ

２１年３月末 １０．４％
→２６年度目標 １６％

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）
養護施設等退所後、就職する児童等が
共同生活を営む住居において自立支援

２１年度５９所 →２６年度目標 １６０か所

小規模
グループケア
（ユニットケア）

本体施設において
小規模なグループ
によるケアを行う

１グループ６人

職員１名＋非常
勤職員を加配

２１年度４５８か所
→２６年度目標

８００か所
(乳児院等を含む）

社会的養護が必要な児童を、可能な限り家庭的な環境において安定した人間関係の下で育てることができるよう、
施設のケア単位の小規模化、里親やファミリーホームなどを推進

より家庭的な養育環境



(2) 児童養護施設の形態の現状

寮舎の形態 小規模ケアの形態

大舎 中舎 小舎
小規模

グルー
プケア

地域小規
模児童養
護施設

その他

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑ

保有施設数

（N=489）

施設数 370 95 114 212 111 55

％ 75.8 19.5 23.4 43.4 22.7 11.3

舎数 476 220 444 212 116 98

一舎あたり
定員数

平均 45.65 15.43 8.82 7.27 5.99 6.06

一舎あたり
在籍児童数

平均 42.09 14.46 8.36 7.14 5.81 5.58

職員一人あたり
児童数※

平均 4.43 3.91 3.39 3.08 2.75 2.59

7

※ 社会的養護施設に関する実態調査（平成20年3月1日現在）、調査回答施設数４８９

※「職員１人当たり児童数」は、週４０時間に換算したもの。施設においては休日、夜間
の対応も行われていることに留意する必要がある。

※「大舎」：1舎当たり定員数が20人以上、「中舎」：同13～19人、「小舎」：同12人以下

※ 例えば、大舎の寮の中に小規模グループケアのユニットがある場合、小規模グループ
ケアによる定員、在籍児童数は大舎の定員、在籍児童数からは除かれている。

定員 施設数

～ 20 7 (1.2%) 

～ 30 51 (9.0%) 

～ 40 83 (14.6%) 

～ 50 128 (22.5%) 

～ 60 89 (15.6%) 

～ 70 74 (13.0%) 

～ 80 50 (8.8%) 

～ 90 35 (6.2%) 

～ 100 20 (3.5%) 

～ 110 13 (2.3%) 

～ 120 7 (1.2%) 

～ 150 6 (1.1%) 

151～ 6 (1.1%) 

総 数 569 (100%)

社会福祉施設等調査
（平成20年10月1日）

②定員規模別施設数① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状

児童養護施設の７割が大舎制。 また、定員１００人を超えるような大規模施設もある。



(3) 児童養護施設の形態の今後の在り方
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施設機能の地域分散化 ・ 家庭的養護の推進

8

小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

 ケア単位の小規模化

 本体施設の小規模化、高機能化

 施設によるファミリーホームの設置、里親の支援
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(参考１）児童養護施設等の措置費の概要 （就学後児童、地域区分5/10の場合)

（例１）定員７０人の場合

事務費
・一般保護単価

119,950円

・心理、看護、個別対応
職員、家庭支援専門員、
基幹的職員加算を行っ
た場合 28,840円

・民間施設給与等改善費
3%～16％加算

事業費
・一般生活費 47,430円

・その他（各種の教育費、支度費、医療費等） 予算額１人平均 11,600円

＋

児童１人月額
約２２万１千円

（例２）定員４５人の場合

事務費
・一般保護単価

127,540円
・小規模施設加算

9,180円
・心理、看護、個別対応
職員、家庭支援専門員、
基幹的職員加算を行っ
た場合 36,060円

・民間施設給与等改善費
3%～16％加算

＋

児童１人月額
約２４万７千円

このほか、

小規模グループケア加算
がある場合、施設の全児
童の単価が、１グループ
毎に ＋7,340円

このほか、

小規模グループケア加算
がある場合、施設の全児
童の単価が、１グループ
毎に ＋9,180円

（例３）地域小規模児童
養護施設の場合

事務費
・一般保護単価

208,590円

・民間施設給与等
改善費
3%～16％加算

＋

児童１人月額
約２８万６千円

事務費
・一般保護単価

150,860円

・民間施設給与等
改善費
3%～16％加算

事業費
・里親手当

養育里親
72,000円
（2人目以降

36,000円）

専門里親
123,000円
（2人目以降
87,000円）

（例４）ファミリーホーム
の場合

（例５）里親の場合

＋

児童１人月額
約２２万３千円

＋

児童１人月額
養育里親
約１３万１千円

専門里親
約１８万２千円

（注）一定の要件設定により
算出した概算額である



○交替制勤務を基本とし、１日を早番・遅番の２交代と、夜は宿直で対応する体制。

※１日２名の交替勤務ローテーションを組むには、週休２日・祝休日を除くと、３名必要。
※ただし、３名で宿直も行うと週２回となり、宿直は原則週１回としている労働基準法の水準を超える。

○措置費では、常勤２名 ＋ 非常勤１名 ＋ 年休代替要員４０日 ＋ 管理宿直専門員１名（３７９日分） を計上

⇒児童６人で職員３名は、「２：１」の人員配置

(参考２)児童養護施設等の小規模ケアの人員配置

地域小規模児童養護施設

○交替制勤務を基本とし、１日を早番・遅番の２交代と、夜は宿直で対応する体制。

○本体施設の人員配置は、「年長児６：１、年少児４：１」であり、
・児童６人（うち年少児２名）の場合、人員配置は１．１６人
・児童８人（うち年少児２名）の場合、人員配置は１．５人

○措置費では、小規模グループケアは、本体施設内において、指導員等を１名加算

※平成２２予算７０３グループ（実績見込５２７グループ）、平成２６年度目標８００グループ

※小規模グループケアでは、調理を各ユニットで行うことから、施設の調理員（１施設４名配置）を、
ユニットの指導員に振り替えることも可能。この場合、１ユニットに職員３人以上の配置となる。

⇒児童８人で職員３名は、「２．６：１」の人員配置

小規模グループケア

○養育者の住居で養育することを前提とし、養育者常勤１名に加え、補助者２名を非常勤で配置。

○措置費では、常勤１名 ＋ 非常勤２名 ＋ 年休代替要員４０日 ＋ 心理職員・応援職員（月２～３回） を計上

ファミリーホーム

10



年度
児童養護施設 乳児院 里親 合計

入所児童数 割合 入所児童数 割合 委託児童数 割合 児童数 割合
(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

平成14年度 28,988 84.8 2,689 7.9 2,517 7.4 34,194 100

平成15年度 29,144 84.0 2,746 7.9 2,811 8.1 34,701 100

平成16年度 29,828 83.3 2,942 8.2 3,022 8.4 35,792 100

平成17年度 29,850 82.6 3,008 8.3 3,293 9.1 36,151 100

平成18年度 29,889 82.3 3,013 8.3 3,424 9.4 36,326 100

平成19年度 30,176 82.0 2,996 8.1 3,633 9.9 36,805 100

平成20年度 30,451 81.6 2,995 8.0 3,870 10.4 37,316 100

11

（資料）福祉行政報告例（各年度末現在数）

４．里親委託の推進について

(１）里親委託率の上昇と当面の目標

里親委託率

○里親制度は、家庭的な環境の下で子どもの愛着関係を形成し、養護を行うことができる制度。

○里親委託率は、平成１４年の７．４％から、平成２１年3月末には１０．４％に上昇

○子ども・子育てビジョン（平成22年1月閣議決定）において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリー
ホームを含めた里親等委託率を、平成26年度までに１６％に引き上げる目標を掲げたところ。
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※ 日本の里親委託率は、平成２０年度は１０．４％

※ 里親の概念は諸外国によって範囲が異なる。（例えば、親族が子どもを預かる場合や短期間子どもを預かる場合、小規模な
グループ形態で子どもを養育する場合を里親に含むか否かが国により異なる等）

（参考）諸外国における里親委託率の状況

○制度が異なるため、単純な比較はできないが、欧米主要国では、概ね半数前後が里親委託であり、日本に
おいて、施設：里親の比率が９：１となっている現状は、施設養護に依存しているとの指摘がある。
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※「里親委託と里親支援に関する国際比較研究」主任研究者 湯沢雍彦（平成１３、１４年厚生労働科学研究）

各国の要保護児童に占める里親委託児童の割合（２０００年前後の状況）
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（２）都道府県別里親委託率（平成20年度）

里親委託児童数
※ 里親委託率（％） ＝

乳児院入所児＋児童養護施設入所児＋里親委託児

・各都道府県内における乳児院、児童養護施設の入所児童数、里親委託児童数
（平成20年度福祉行政報告例）

（２）都道府県別の里親委託率の差
①都道府県別里親委託率（平成20年度）

里親委託児童数
※ 里親委託率（％） ＝

乳児院入所児＋児童養護施設入所児＋里親委託児

・各都道府県内における乳児院、児童養護施設の入所児童数、里親委託児童数
（平成20年度福祉行政報告例）

里親委託率は、自治体間の格差が大きい
全国： １０．４％
最小： ３．２％ （高知県）
最大： ３３．７％ （新潟県）
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里親委託児童の対18歳
未満人口比

乳児院・児童養護施設入所

児童の対18歳未満人口比

※18歳未満人口（平成１７年度国勢調査）
と乳児院、児童養護施設の入所児童数
（平成20年度社会福祉施設等調査）、里
親委託児童数（平成20年度福祉行政報
告例）の比較

②各都道府県の18歳未満人口に占める里親委託児童数及び乳児院・児童養護施設委託児童数の割合

１８歳未満人口に占める施設入所児の割合は、自治体
間で大きな格差がある

最大：0.335% （高知県）、 最大：0.055%（新潟県）

１８歳未満人口に占める里親委託児の割合も、自治体
間で大きな格差があるが、施設入所児の割合の大小と
の相関関係は弱い



里親 児童養護施設 乳児院 計

数 （人） 率 （％） 数 （人） 率 （％） 数 （人） 率 （％）

①
②

(①/⑦)
③

④
(③/⑦)

⑤
⑥

(⑤/⑦)
⑦

(①+③+⑤)

1 北海道 372 18.8 1,556 78.8 46 2.3 1,974

2 青森県 51 11.8 351 80.9 32 7.4 434

3 岩手県 46 12.2 307 81.4 24 6.4 377

4 宮城県 63 13.9 338 74.4 53 11.7 454

5 秋田県 28 10.3 219 80.8 24 8.9 271

6 山形県 17 5.1 218 64.9 101 30.1 336

7 福島県 50 10.8 397 85.9 15 3.2 462

8 茨城県 100 11.9 674 80.4 64 7.6 838

9 栃木県 88 15.1 422 72.4 73 12.5 583

10 群馬県 65 13.5 382 79.1 36 7.5 483

11 埼玉県 144 8.2 1,431 81.8 175 10 1,750

12 千葉県 188 16.9 866 77.7 60 5.4 1,114

13 東京都 405 9.4 3,466 80.9 415 9.7 4,286

14 神奈川県 279 14.4 1,487 76.8 171 8.8 1,937

15 新潟県 101 33.7 171 57 28 9.3 300

16 富山県 16 7.8 170 82.9 19 9.3 205

17 石川県 15 4.0 331 87.6 32 8.5 378

18 福井県 9 4.4 179 87.7 16 7.8 204

19 山梨県 75 23.1 225 69.2 25 7.7 325

20 長野県 48 6.6 629 85.9 55 7.5 732

21 岐阜県 42 7.0 526 87.4 34 5.6 602

22 静岡県 143 17.8 597 74.3 63 7.8 803

23 愛知県 163 8.7 1,530 82.1 170 9.1 1,863

24 三重県 75 16.0 365 78.0 28 6.0 468

15

里親 児童養護施設 乳児院 計
数（人） 率（％） 数（人） 率（％） 数（人） 率（％）

①
②

(①/⑦)
③

④
(③/⑦)

⑤
⑥

(⑤/⑦)
⑦

(①+③+⑤)

25 滋賀県 81 28.5 167 58.8 36 12.7 284

26 京都府 39 5.3 635 86.9 57 7.8 731

27 大阪府 173 5.6 2,637 85 292 9.4 3,102

28 兵庫県 101 6.3 1,373 85.3 136 8.4 1,610

29 奈良県 32 7.6 342 80.9 49 11.6 423

30 和歌山県 30 8.1 313 84.1 29 7.8 372

31 鳥取県 40 14.3 205 73.2 35 12.5 280

32 島根県 31 15.6 147 73.9 21 10.6 199

33 岡山県 32 5.3 537 88.8 36 6.0 605

34 広島県 48 6.0 706 88.7 42 5.3 796

35 山口県 43 8.2 454 86.3 29 5.5 526

36 徳島県 26 8.0 272 84.2 25 7.7 323

37 香川県 25 13.6 135 73.4 24 13.0 184

38 愛媛県 19 3.5 480 88.4 44 8.1 543

39 高知県 13 3.2 371 90.3 27 6.6 411

40 福岡県 188 10.8 1,418 81.6 132 7.6 1,738

41 佐賀県 15 5.6 236 87.7 18 6.7 269

42 長崎県 23 3.9 529 90.6 32 5.5 584

43 熊本県 52 5.9 763 87 62 7.1 877

44 大分県 69 14.9 376 81.4 17 3.7 462

45 宮崎県 56 10.9 429 83.3 30 5.8 515

46 鹿児島県 30 3.9 701 90.5 44 5.7 775

47 沖縄県 121 22.9 388 73.5 19 3.6 528

全 国 3,870 10.4 30,451 81.6 2,995 8.0 3,7316

（参考）都道府県別の里親委託、乳児院、児童養護施設の児童数と割合 （資料）福祉行政報告例（平成20年度末現在数）


